
あいち電子申請システムの使い方（①アカウント登録編） 

 
（１）検索エンジン・URL・各種手続き QR コードから、手続きを検索します。 

⡈⡉⡊⡋⡌⡍⡎⡏豊田市 あいち電子申請システム 〇〇〇〇（手続き名） 

（２）検索結果から該当の手続きを探し、クリックします。 
（３）申請のページが表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）手続き名の下部にある「新規登録またはログインして申請」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年２月から新あいち電子申請システム（Graffer）が導入されました。自治区が行
う手続きの一部をインターネット上で行う事ができます。申請書類等の提出は、アカウン
トの登録をせずに行うこともできますが、最初にアカウントの登録をすることで、申請の
一時保存や、申請履歴の確認等ができるようになります。ぜひ、アカウント登録をして、
便利にシステムを使って下さい。 



 
（５）ページ下部「新規アカウント登録」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）登録する①氏名②メールアドレス③パスワードを入力し、Graffer アカウント規約と
プライバシーポリシーに同意をしたら、「Graffer アカウントに登録」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

※このとき入力したメールアドレスやパスワードを忘れないようにお願いします。 



（７）「アカウントの仮登録完了」の画面が表示されたら、仮登録が完了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）本登録に移ります。（６）で入力したメールアドレスのボックスを開き、URL をクリ
ックします。 

※待ってもメールが届かない場合には、①で入力したメールアドレスが間違っていないか、
または迷惑メールに入っていないかを確認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（９）「アカウントの本登録完了」の画面が表示されたらアカウントの登録は完了です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（１０）本登録完了後は、②申請書提出編を参考に申請をしてください。 


